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内閣が「地域主権改革推進一括法案」や「国と地方の協議の場法案」などの今国会提出を目

 指していることは、地域主権改革にかける現政権の強い意気込みの表れと高く評価している。

 今国会でこれらの法案を是非、成立させていただきたい。
法案の成立は地域主権改革の出発点であり、内閣が今後、強力なリーダーシップをもって地

 域主権改革を目に見える形で推進していくことを強く期待する。

１

 

地域主権戦略大綱には原口プランの
全項目を盛り込むこと

今夏策定予定の地域主権戦略大綱（仮称）には、

 
＜規制＞関連の項目だけではなく＜予算＞関連及

 
び＜法制＞関連を含む全項目について、具体的な

 
方針と工程を盛り込むべきである。

２

 

原口プランのスピードアップ、成果の
早期具体化

最終的な地域主権推進大綱（仮称）を平成２３

 
年度中にも前倒しして策定し、改革の成果を早期

 
に国民に示すため、速やかに実行に移すべきであ

 
る。

総論的事項
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各論的事項

３

 

地方税財源の充実確保
平成２２年度予算において地方交付税１.１兆円

 
の増額が図られることは高く評価している。しか

 
しながら、地域主権を支える地方財政基盤の強化

 
を図るためには、地方交付税の法定率引上げをは

 
じめとする地方税財政の充実確保が不可欠である。

税制改革に当たっては「地方環境税」の創設と

 
地方消費税の充実を検討すべきである。その上で、

 
地方が持続可能な行政サービスを提供していくた

 
め、将来的には国と地方の税源配分を見直し、現

 
在の６：４から当面は５：５を実現すべきである。

４

 

一括交付金化（ひも付き補助金の廃止）
一括交付金化に当たっては、現行の補助金総額

 
を確保するとともに、地方の意見を十分に踏まえ、

 
真に自由度の高い制度とすべきである。

また、一括交付金は過渡的な措置とし、抜本的

 
な税制改正による税源移譲を実現すべきである。

６

 

地方に大きな影響を与える政策
平成２２年度予算をめぐる子ども手当の地方負

 
担問題のように、地方行財政に影響を与える政策

 
が、地方と協議を行うことなく一方的に決定され

 
ることは、地域主権の趣旨に反している。

地方に大きな影響を与える政策の制度設計につ

 
いては、国と地方の協議の場や地域主権戦略会議

 
で議論を尽くすべきである。

特に子ども手当については、「全国一律で実施

 
する現金給付は国、地域の実情に応じて実施すべ

 
きサービス給付は地方」との役割分担の下、現金

 
給付については、全額国費負担とすべきである。

５

 

直轄事業負担金の廃止
直轄事業負担金制度は平成２３年度には維持管

 
理費負担金を全廃するとされているが、建設費負

 
担金については明確になっていない。

今夏の地域主権戦略大綱(仮称)では民主党マニ

 
フェストに基づき、建設費負担金の廃止の時期に

 
ついても明確にすべきである。

なお、流水占用料等の議論は、直轄事業負担金

 
とは区別して行うべきである。

２

 

第2次地域主権推進一括法案に盛り込む内容
第２次地域主権推進一括法案には、市町村への

 
権限移譲に係る第１次勧告、義務付け・枠付けの

 
見直しに係る第２次勧告と第３次勧告の全項目の

 
実施を盛り込むべきである。

１

 

出先機関原則廃止
国と地方の新しい関係を構築して住民ガバナン

 
スの効いた行政を進めるためには、国に集中する

 
権限・予算を執行する出先機関を廃止し、地方に

 
移すことが改革の試金石となる。

全国知事会「国の出先機関原則廃止プロジェク

 
トチーム」がまとめる中間報告(本年３月を目途)

 
を出発点にして議論を進め、今夏の地域主権戦略

 
大綱(仮称)において具体的な方向性とその工程を

 
盛り込んでいただきたい。
なお、工程表の項目名は「出先機関原則廃止」と

 
すべきである。
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